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松 田 町 犯 罪 被 害 者 等 支 援 条 例  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 犯 罪 被 害 者 等 基 本 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第

１ ６ １ 号 ） の 趣 旨 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 に 関 し 基

本 理 念 を 定 め 、 町 の 責 務 並 び に 町 民 等 及 び 事 業 者 の 役 割 を 明

ら か に す る と と も に 、 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 の 基 本 と な る 事 項

を 定 め 、 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 に 推 進 す

る こ と に よ り 、 犯 罪 被 害 者 等 が 受 け た 被 害 の 軽 減 及 び 早 期 回

復 を 図 り 、 も っ て 町 民 が 安 全 で 安 心 し て 暮 ら す こ と が で き る

地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、  

そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ １ ）  犯 罪 等  犯 罪 被 害 者 等 基 本 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す   

る 行 為 を い う 。  

 （ ２ ）  犯 罪 被 害 者 等  犯 罪 等 に よ り 害 を 被 っ た 町 内 に 住 所  

を 有 す る 者 及 び そ の 家 族 又 は 遺 族 を い う 。  

 （ ３ ）  関 係 機 関 等  国 、 他 の 地 方 公 共 団 体 、 警 察 、 犯 罪 被   

害 者 等 の 支 援 を 行 う 公 共 的 団 体 及 び 民 間 の 団 体 そ の 他 犯 罪

被 害 者 等 の 支 援 に 関 係 す る も の を い う 。  

 （ ４ ）  町 民 等  町 内 に 住 所 を 有 し 、 勤 務 し 、 若 し く は 在 学

す る 者 又 は 町 内 で 活 動 を 行 う 団 体 を い う 。  

 （ ５ ）  事 業 者  町 内 で 事 業 活 動 を 行 う 者 を い う 。  

（ ６ ）  二 次 被 害  犯 罪 等 に よ り 害 を 被 っ た 後 に 、 周 囲 の 者   

の 配 慮 に 欠 け る 言 動 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を 通 じ て 行 わ れ る

中 傷 、 報 道 機 関 等 に よ る 過 剰 な 取 材 等 に よ り 犯 罪 被 害 者 等

が 受 け る 精 神 的 な 苦 痛 、 心 身 の 不 調 、 プ ラ イ バ シ ー の 侵 害 、

経 済 的 な 損 失 等 の 被 害 を い う 。  

（ 基 本 理 念 ）  

第 ３ 条  犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 個 人 と し て の
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尊 厳 が 重 ん じ ら れ 、 そ の 尊 厳 に ふ さ わ し い 処 遇 を 保 障 さ れ る

権 利 が 尊 重 さ れ る よ う 、 配 慮 し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。  

２  犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 被 害 を 受 け た と き

か ら 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う に な る ま で の 間 、

犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 そ の 他 の 事 情 に 応 じ て 、 適

切 に 、 か つ 、 途 切 れ る こ と な く 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 名 誉 又 は 平 穏 な 生

活 を 害 す る こ と の な い よ う 、 二 次 被 害 の 防 止 に 十 分 配 慮 し て

行 わ れ な け れ ば な ら な い 。  

４  犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 は 、 町 、 関 係 機 関 等 、 町 民 等 及 び 事 業

者 が 相 互 に 連 携 し 協 力 す る こ と に よ り 推 進 さ れ な け れ ば な ら

な い 。  

（ 町 の 責 務 ）  

第 ４ 条  町 は 、 前 条 の 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ）  

に の っ と り 、 関 係 機 関 等 と の 役 割 分 担 を 踏 ま え て 、 犯 罪 被 害

者 等 の 支 援 の た め の 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 町 民 等 の 役 割 ）  

第 ５ 条  町 民 等 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か

れ て い る 状 況 及 び 支 援 の 必 要 性 に つ い て の 理 解 を 深 め 、 二 次

被 害 を 生 じ さ せ な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も に 、 町 及 び 関 係

機 関 等 が 行 う 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 に 協 力 す る よ う 努 め る も の

と す る 。  

（ 事 業 者 の 役 割 ）  

第 ６ 条  事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か

れ て い る 状 況 及 び 支 援 の 必 要 性 に つ い て の 理 解 を 深 め 、 二 次

被 害 を 生 じ さ せ な い よ う 十 分 配 慮 す る と と も に 、 町 及 び 関 係

機 関 等 が 行 う 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 に 協 力 す る よ う 努 め る も の

と す る 。  

２  犯 罪 被 害 者 等 を 雇 用 す る 事 業 者 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が そ の 被
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害 に 係 る 法 的 手 続 に 適 切 に 関 与 す る こ と が で き る よ う 、 そ の

就 労 及 び 勤 務 に つ い て 十 分 配 慮 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 相 談 及 び 情 報 の 提 供 等 ）  

第 ７ 条  町 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 円 滑 に

営 む こ と が で き る よ う 、 犯 罪 被 害 者 等 が 直 面 し て い る 様 々 な

問 題 に つ い て 相 談 に 応 じ 、 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 を 行 う

と と も に 、 関 係 機 関 等 と の 連 絡 調 整 を 行 う も の と す る 。  

２  町 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 を 総 合 的 に 行 う た め の 窓 口 を 設

置 す る も の と す る 。  

（ 犯 罪 被 害 者 等 へ の 支 援 施 策 ）  

第 ８ 条  町 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 を 円 滑 に

営 む こ と が で き る よ う 、 次 に 掲 げ る 施 策 を 行 う も の と す る 。  

（ １ ）  犯 罪 等 の 被 害 に よ る 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 る た め 、

犯 罪 被 害 者 等 に 対 し 、 支 援 金 の 支 給 を 行 う こ と 。  

 （ ２ ）  犯 罪 等 の 被 害 に よ り 日 常 生 活 を 営 む こ と に つ い て 支

障 が あ る 犯 罪 被 害 者 等 に 対 し 、 家 事 に 要 す る 費 用 の 助 成 そ

の 他 必 要 な 支 援 を 行 う こ と 。  

 （ ３ ）  犯 罪 等 の 被 害 に よ り 従 前 の 住 居 に 居 住 す る こ と が 困

難 と な っ た 犯 罪 被 害 者 等 に 対 し 、 転 居 に 要 す る 費 用 の 助 成

そ の 他 必 要 な 支 援 を 行 う こ と 。  

 （ ４ ）  犯 罪 等 の 被 害 に よ り 法 律 上 の 問 題 に 直 面 し て い る 犯

罪 被 害 者 等 に 対 し 、 法 律 相 談 の 実 施 そ の 他 必 要 な 支 援 を 行

う こ と 。  

 （ ５ ）  犯 罪 等 に よ り 精 神 的 な 被 害 を 受 け た 犯 罪 被 害 者 等 に

対 し 、 カ ウ ン セ リ ン グ の 実 施 そ の 他 必 要 な 支 援 を 行 う こ と 。  

（ 町 内 に 住 所 を 有 し な い 犯 罪 被 害 者 へ の 支 援 ）  

第 ９ 条  町 は 、 町 内 に 住 所 を 有 し な い 者 が 本 町 内 で 発 生 し た 犯

罪 等 に よ り 害 を 被 っ た と き は 、 そ の 者 が 住 所 を 有 す る 地 方 公

共 団 体 と 連 携 し 、 及 び 協 力 し て 、 相 談 及 び 情 報 の 提 供 等 を 行

う も の と す る 。  
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（ 支 援 を 行 わ な い こ と が で き る 場 合 ）  

第 １ ０ 条  町 は 、 犯 罪 被 害 者 等 が 犯 罪 等 を 誘 発 し た 場 合 そ の 他

犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 を 行 う こ と が 社 会 通 念 上 適 切 で な い と 認

め ら れ る 場 合 は 、 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 を 行 わ な い こ と が で き

る 。  

（ 町 民 等 及 び 事 業 者 へ の 啓 発 活 動 等 ）  

第 １ １ 条  町 は 、 犯 罪 被 害 者 等 を 地 域 社 会 で 孤 立 さ せ な い よ う

に す る た め 、 犯 罪 被 害 者 等 が 置 か れ て い る 状 況 、 二 次 被 害 の

防 止 の 重 要 性 そ の 他 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 に 関 す る 事 項 に つ い

て 町 民 等 及 び 事 業 者 が 理 解 を 深 め ら れ る よ う 、 啓 発 活 動 そ の

他 必 要 な 取 組 を 行 う も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


